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第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の 

発行に関するお知らせ（転換価額修正条項付新株予約権付社債の発行） 

 

当社は、平成24年1月30日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第1回無担保転換

社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）社債総額15億円の発行を決議しましたので、

お知らせいたします。 

 

１．募集の概要 

（１） 払 込 期 日 平成24年2月16日 

（２） 新株予約権の総数 20個 

（３） 社債及び新株予約権の

発 行 価 額 

・各社債の払込金額：金7,500万円（各社債の金額100円につき金100

円） 

・各新株予約権の払込金額：本新株予約権付社債に付された新株予約権

（以下「本新株予約権」という。）と引換えに金銭の払込みは要しませ

ん。 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

 

・当初転換価額(537円)における潜在株式数：2,793,296株 

・下限転換価額(268円)における潜在株式数：3,700,000株 

（上記の下限行使価額における潜在株式数は、本新株予約権付社債の転

換により交付されることとなる累計株式数の上限です。詳細について

は、別添の発行要項（以下「発行要項」という。）第13項(3)号をご参

照下さい。) 

・上限転換価額(805円)における潜在株式数：1,863,354株 

（５） 資 金 調 達 の 額 

(差引手取概算額) 

1,490,000,000円 

差引手取概算額は、本新株予約権付社債の社債総額(15億円)から、本新

株予約権付社債に係る発行諸費用を差し引いた金額となります。 

（６） 行使価額又は転換価額

及びその修正条件 

当初537円。 

本新株予約権付社債の当初の転換価額は、本新株予約権付社債の発行決議

日（平成 24 年 1 月 30 日。以下「発行決議日」という。）の株式会社東京

証券取引所（以下｢東証｣という。）における当社普通株式の普通取引の終

値（ただし、気配表示を含む。以下「東証終値」という。）の 100％に相

当する価額です。 

本新株予約権付社債の発行後、転換価額は毎月第 4 金曜日に、その日まで

（当日を含む。）の 5 連続取引日の東証終値の平均値の 90％に修正されま

す。なお、下限転換価額は 268 円（発行決議日の東証終値の 50％）、上限

転換価額は805円（発行決議日の東証終値の150％）です。 

（７） 募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

野村證券株式会社に対する第三者割当方式 
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（８） そ の 他 当社は、割当予定先である野村證券株式会社との間で、下記について合意

する予定です。 

・割当予定先は、原則として毎月少なくとも一定数量(社債金額 7,500 万

円)を転換すること（詳細は、下記「６．割当予定先の選定理由等

（６）その他」の＜割当予定先による新株予約権付社債の転換義務＞を

ご参照下さい。）。 

・割当予定先は、当社取締役会の決議による当社の承認を得ることなく本

新株予約権付社債を譲渡しない。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

当社グループは、当社（株式会社エヌ・ピー・シー）及び海外連結子会社 6 社（NPC America Corporation、

NPC Europe GmbH、Meier Solar Solutions GmbH、NPC China Co., Ltd.、NPC Taiwan Co., Ltd.及び NPC 

Korea Co., Ltd.）により構成されており、太陽電池製造装置及び真空包装機の開発・製造・販売・保守

サービスを行っております。 

当社の主力事業である太陽電池製造装置事業では、国内外の太陽電池メーカーに対して、製造装置を販売し

ております。太陽電池の製造工程は、セルを製造するセル工程と、それらのセルをソーラーパネルとしてモ

ジュール化するモジュール工程に大別されますが、当社グループはモジュール工程における各種製造装置

（セルテスター、セル自動配線装置、真空ラミネーター、モジュールテスター等）及び一貫製造ラインを提

供しております。 

当社グループの特徴は、モジュール工程の全ての工程に対応した製品を提供できること、及び顧客の要望に

応じてエンジニアリングを行い、これらの製品を統合して複合装置あるいは一貫製造ラインとして提供でき

ることにあります。 

当社グループでは、製品の開発・設計・製造から販売・設置・保守サービスにいたるまでの全てをグループ

内で行っております。そのことにより、品質の維持・向上を図るとともに、太陽電池メーカーの製造装置に

対するニーズを的確に把握し、それらの情報を製品の改良、新製品の開発等に反映させております。 

直近の当社を取り巻く市場環境といたしましては、2011 年度に欧州における太陽電池市場の成長が減速し

たことにより、当社の顧客である太陽電池メーカーの設備投資が弱含み、一部の顧客では設備投資計画を延

期する動きもありました。しかしながら、太陽電池の価格がグリッド・パリティ（送電線で提供される電力

と同等のコストで発電されること）に接近していることや、欧州が中心であった太陽電池市場が、中国や日

本を中心としたアジア市場及び北米市場へと世界的に拡大することが期待されております。一方で、今期当

社は新社長の下、会社の方針を「シェア 55％の維持、利益重視」としており、今後の市場拡大を睨み、前

述の方針に則した業務を執行するための資金が必要であります。 

上記を踏まえ、この度、太陽電池製造装置事業における①海外展開の拡大のための設備投資資金及び運転資

金、②欧州事業の再編効率化のための運転資金、③研究開発費への充当を目的として、本新株予約権付社債

の発行を決議しました。具体的には、①海外展開の拡大においては、協力中国工場との提携の強化、海外部

品調達や海外生産比率の向上に取り組み、②欧州事業の再編効率化においては、経営資源の有効活用と効率

化を目的とし、平成 24 年 1 月 10 日に公表しました当社連結子会社である NPC Europe GmbH 及び Meier 

Solar Solutions GmbH の合併に向けた準備を進め、新工場への移設ならびに両社間の重複部門の整理統合

及び今後の市場拡大を睨んだMeier社の人員の適切な配置転換に取り組み、③研究開発費においては、太陽

電池製造装置における作業工程の自動化及び太陽電池モジュールの高効率化に対応した装置需要並びに汎用

性があり低価格な装置需要に対応した研究開発に取り組む予定です。これらを含めた具体的な資金使途につ

きましては、下記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」

に記載しております。 

 

（２）本新株予約権付社債を選択した理由 

上記「（１）資金調達の主な目的」に記載しました施策を遂行するにあたり、当社は、資金調達手法につい
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て負債性の資金からエクイティ性の資金まで幅広く検討いたしました。 

その結果、①長期的な成長戦略に基づく資金に充当するための資金調達であること、②資金使途がアジアの

太陽電池市場の拡大を睨んだ海外生産に関する設備投資資金を含んでいること、③平成 22 年 8 月期末時点

に52.0％あった自己資本比率が、平成23年8月期末時点では33.6％まで落ち込んでいることから、自己資

本比率の引き上げによる財務基盤強化の必要性があること、④平成 23 年 8 月期末時点の借入金の総額が

6,282 百万円（平成 22 年 8 月期末時点の借入金は無し）となっており、有利子負債が増加していること、

等を考慮し、エクイティ性の資金による調達が望ましいと考え、平成23年10月以降、野村證券株式会社か

ら様々なエクイティ・ファイナンス手法の提案を受けました。その中において、本新株予約権付社債は、以

下①～⑪に示す特徴を有し、公募増資等他のエクイティ・ファイナンス手法と比較し、当社にとって現時点

における 良の選択肢であると判断したことから、今回本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。ま

た、割当予定先については、野村證券株式会社が当社のニーズを充足しうる本ファイナンス手法を提案した

ことに加え、国内外に厚い投資家基盤を持っており、当社株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の

多様な需要に基づき本新株予約権付社債の転換により交付する株式の円滑な売却が期待できること、同種の

ファイナンスにおいて豊富な実績を有しており、株価への影響に配慮しつつ円滑な資本増強が期待できるこ

と等を総合的に勘案した上で、割当予定先として 適であると判断し、同社を割当予定先として選定いたし

ました。 

 

（本新株予約権付社債の主な特徴） 

＜当社のニーズに応じた特徴＞ 

① 公募増資の場合は、発行決議後の株価の変動により、条件決定日まで調達金額が確定しませんが、本新

株予約権付社債の場合は、発行時点において想定した金額を確実に調達することが可能となります。 

② 第三者割当方式での発行により、機動的な資金調達が可能となります。 

③ 割当予定先である野村證券株式会社との間で、原則として毎月少なくとも一定数量（社債金額 7,500 万

円）を転換する旨の合意をする予定であり、段階的に着実な資本拡充が期待されます。 

④ 転換に応じて株式が順次発行されるため、一度に大量の株式を発行する公募増資に比べ株価への影響の

低減が期待されます。 

⑤ 利息を付さない新株予約権付社債の発行により、負債コストを抑制することが可能となります。 

⑥ 発行後に株価が上昇すれば、希薄化が抑制され既存株主への影響を軽減することが可能となります。 

⑦ 発行後に株価が下落した場合において、当該時点における諸般の事情に鑑みて資本政策の変更が必要に

なったと判断した場合などには、当社は、その裁量に基づき繰上償還を行うことができるため、当社の

資本政策に柔軟性が与えられると考えられます。 

 

＜当社のニーズを満たさないリスク及びその対応策＞ 

⑧ 発行後に株価が下落した場合には、希薄化が増大する可能性に留意する必要があります。この対応策と

して、当社は、本新株予約権付社債の転換によって交付される累計株式数が 3,700,000 株（発行決議日

現在の発行済株式数 18,585,120 株の 19.9％）を超えることとなるときには、残存する本新株予約権付

社債の全部を繰上償還することを発行要項で定めることにより（発行要項第 13 項第(3)号をご参照下さ

い。）、希薄化の進行に一定の歯止めをかけ、既存株主に過度な影響が及ばない形での資金調達が可能と

なるようにいたしました。 

⑨ 本新株予約権付社債の転換によって交付される累計株式数が上記⑧の条件に該当することとなった場合

や、株価が下限転換価額を 20 取引日連続で下回った場合には、残存する本新株予約権付社債は繰上償

還となります（発行要項第 13 項第(6)号をご参照下さい。）。当該繰上償還が行われた場合、繰上償還と

なった金額分の資本増強が行われない可能性があります。なお、繰上償還事由が発生した場合には、当

社は手元資金で対応する予定です。 

 

（他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権付社債の特徴） 

⑩ 公募増資により一度に全株を発行する場合、資金調達が一時に可能になる反面、一株当たりの利益の希
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薄化も一時に発生し、株価に対する影響が大きくなる恐れがあると考えられます。一方、本新株予約権

付社債においては、定期的に転換価額が修正されることにより転換のタイミングと転換価額が分散され

ることが期待され、その結果一時点での希薄化発生が回避され株価への影響が低減されるとともに、株

価上昇局面においては希薄化の抑制と円滑な転換が期待されます。 

⑪ 借入金等のデット・ファイナンスではなく、本新株予約権付社債を発行することにより、転換が行われ

ると、資本金と資本準備金が増加することとなります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

        1,500,000,000          10,000,000        1,490,000,000 

（注）1 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用550万円、その他事務費用（有価証券届出書作成費用、払

込取扱銀行手数料、変更登記費用等）450万円です。 

（注）2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 1,490,000,000 円については、太陽電池製造装置事業（注）における①海外展開

の拡大のための設備投資資金及び運転資金、②欧州事業の再編効率化のための運転資金、③研究開発

費に充当する予定であります。また、具体的な使途及び支出予定時期については、以下のとおりであ

ります。なお、当社は、調達した資金を予定時期どおりに支出する予定ですが、支出実行までに時間

を要する場合には、当社銀行口座にて安定的な資金管理を図ります。 

（注）太陽電池製造装置事業は当社の主力事業であり、国内外の太陽電池メーカーに対して、太陽電池モ

ジュール工程における各種製造装置（セルテスター、セル自動配線装置、真空ラミネーター、モ

ジュールテスター等）及び一貫製造ラインを提供しております。 

 

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 海外展開の拡大のための設備投資資金及び運転資金 

＜内訳＞ 

730

 (ⅰ)中国の協力工場との提携強化による生産及び販売の

強化（中国の協力工場の建屋・機械設備に係る設備投資

費用、及び技術交流員・営業・保守サービス要員の派遣

及び現地採用に係る人件費） 

425

 (ⅱ) 適化された海外生産体制の構築（海外生産に係る

情報を管理できるようにするための基幹システムの改造

に伴う設備投資費用、及び各工場のラインナップ増強の

ための技術交流員の派遣に係る人件費） 

185

 (ⅲ)海外からの部品調達の強化（仕入先の発掘調査、信

用調査、品質調査、市場調査費用及び海外調達拠点設立

のための費用） 

120

平成24年3月～ 

平成26年2月 

② 欧州事業の再編効率化のための運転資金 

＜内訳＞ 

562

 (ⅰ)ドイツにおける工場及び事務所の整理統合 228

 (ⅱ)連結子会社であるNPC Europe GmbH及びMeier 

Solar Solutions GmbHの合併に伴う重複部門の整理統合

及び今後の市場拡大を睨んだMeier社の人員の適切な配

置転換 

334
平成24年3月～ 

平成26年2月 

③ 研究開発費 

（作業工程の自動化及び太陽電池モジュール高効率化に

対応した装置需要並びに汎用性があり低価格な装置需要

に対応した研究開発） 

198

平成24年3月～ 

平成24年8月 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調

達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当していくことで、一層の事業拡大及び、収益向上によって、

直接的に、株主価値の向上を期待できるのみならず、連結子会社である NPC Europe GmbH 及び Meier Solar 

Solutions GmbH の統合に係る工場、事務所、人員の再編等のコスト削減施策による財務基盤の強化によっ

て、間接的にも、株主価値の向上を期待できると考えられます。よって、上記「３．調達する資金の額、使

途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途は、いずれも、株主価値の向上に資

する合理的なものであると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

① 本新株予約権付社債では、(a)割当予定先である野村證券株式会社との間で、原則として毎月少なくと

も一定数量（社債金額 7,500 万円）を転換する旨の合意をする予定であること、(b)発行後に株価が変

動しても、定期的に転換価額が修正されること、により、一般の新株予約権付社債に比べて株式に転換

される可能性が高められ、かつ発行後に多頻度に分散して株主資本拡充を図ることができるため、当社

は、小刻みに公募増資を実施する場合と同様の経済的効果を期することができます。さらに、このよう

な経済的効果に加えて、本取引では、発行時点において社債の払込金総額が当社に支払われることにな

ります。 

本新株予約権付社債が有する上記の特性を踏まえ、本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行条

件（転換価額修正時点における時価株価からのディスカウント率、年限等）は、同規模の公募増資を行

う場合に想定される発行スプレッド（条件決定日の時価と発行価額との差）や社債権者が負担すること

となるクレジット・コスト等を勘案した結果として算定し、本新株予約権付社債の発行価格を各社債の

金額100円につき金100円としております。 

 

② 本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行条件の決定については、割当予定先である野村證券株

式会社において第三者割当形式による資金調達案件を担当する部門が参考資料として当社に提供した試

算結果について、当社は、本新株予約権付社債発行に関する当社のリーガル・カウンセルである外国法

共同事業法律事務所リンクレーターズ（東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 明治安田生命ビル 10

階、代表者 弁護士 和仁亮裕）（以下「リンクレーターズ」という。）に対し、その算定方法や前提と

なる条件設定の合理性についての検証を依頼し、リンクレーターズから下記の法律意見（*）の表明を

受けております。 

（*）法律意見書の骨子は以下のとおりであります。 

１リンクレーターズが提出した法律意見書では、本新株予約権付社債に付された新株予約権と引換えに

金銭の払込みを要しないこととすることが、会社法第 238 条第 3 項第 1 号の「特に有利な条件」に

該当するかを検討するにあたり、リンクレーターズに提供された実務慣行に係る情報及び計算結果

が正しい等の一定の前提の下、本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行条件の決定及び本

新株予約権付社債の払込金額の算定方法における前提条件及びロジックが、本新株予約権付社債の

権利内容及び本件発行に付随関連する事情を前提とした場合に合理的であるか否かの点が検証され

ている。 

２ たとえば、本新株予約権付社債については、①割当予定先と締結予定の買取契約において、割当予

定先が本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には当社取締役会の承認を要することを約束し

ていること等からは、その内容として当該買取契約は、本新株予約権付社債と一体とみなすことが

可能であり、本新株予約権付社債に付された新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないことと

することが会社法第 238 条第 3 項第 1 号の「特に有利な条件」に該当するかを検討するにあたり、
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当該買取契約の内容を考慮することが許されること、②かかる買取契約において、一定の条件の下

で、社債権者が毎月少なくとも一定数量の本新株予約権付社債を転換する義務を負っていることか

ら、通常の新株予約権付社債と比べて、株式にかわる蓋然性が高いため、発行会社は、本新株予約

権付社債を発行することによって、小刻みに株式時価発行増資を行う場合と類似した経済的効果を

期待できる。 

３ 上記で例示したような前提条件及びロジックの検証の積み重ねの結果、本新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の発行条件の決定及び本新株予約権付社債の払込金額の算定において採用した前提

条件及びロジックに不合理な点は認められず、本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行条

件は「特に有利な条件」には該当しない旨結論付けられている。 

 

③ リンクレーターズは、本件発行に関し、本新株予約権付社債の社債要項、割当予定先と締結予定の買取

契約及び有価証券届出書等の作成並びに有利発行性に関する法的分析に関して、平成 23 年 12 月 22 日

付けで当社と業務委託及びアドバイザリー契約を締結しておりますが、恒常的に当社と顧問契約を締結

している法律事務所ではなく、当社の経営陣から一定程度独立した者と評価でき、また、本件発行に関

して割当予定先とも契約関係を有しておりません。当社としては、新株予約権付社債の発行実務・オプ

ション取引に関する知識・経験及び同種案件の実績並びにリンクレーターズによる当社における本件発

行の実務担当者への説明の様子等に鑑みて、リンクレーターズを本件発行に係る業務を担当させるに相

応しい十分な知識・経験を有する者と評価し、本件発行における関連書類の作成及び有利発行性に関す

る分析等をリンクレーターズに依頼することを決定しました。リンクレーターズによる分析は、当社が

採用した算定方法における前提事実及びロジックが法的判断に耐えうるものであるかの観点から分析さ

れている点で当社としては当該意見自体も信頼に値するものであると考えました。かかるリンクレー

ターズの法律意見を考慮の上、当社は本新株予約権付社債の発行条件が合理的であると判断いたしまし

た。 

 

④ 会社法上の職責に基づく監査手続きとして、監査役全員がリンクレーターズから有利発行性に関する法

的分析について説明を受けました。かかる説明を受けて全監査役で以下の各点などを確認した結果、本

新株予約権付社債について、当社監査役全員から、本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行条

件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の

意見を得ております。 

(ⅰ) 本件発行においては、新株予約権付社債の発行実務及びオプション取引並びにこれらに関連する

法律問題に関する知識・経験が必要であると考えられ、リンクレーターズがかかる専門知識・経験

を有すると認められること。 

(ⅱ) リンクレーターズは当社と顧問契約関係になく当社経営陣から一定程度独立していると認められ

ること。 

(ⅲ) 当社取締役がそのようなリンクレーターズに対して有利発行性の法的分析を依頼していること。 

(ⅳ) リンクレーターズから本件発行担当取締役をはじめとする実務担当者への具体的な説明が行われ

たうえで、法律意見が提出されていること。 

(ⅴ) 本件発行の決議を行った取締役会において、リンクレーターズの法律意見を参考にしつつ本件発

行担当取締役による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること。 

(ⅵ) リンクレーターズは、本件発行に関して割当予定先とは契約関係にない独立した立場で価格算定

において採用されている前提事実やロジックが合理的であるか否かを分析し、本新株予約権付社債

に付された新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることが割当予定先に特に有利

な条件であるとして株主総会の特別決議が必要となる場合に該当しないという法律意見書を提出し

ていること。 
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（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

①本新株予約権付社債の発行総額 1,500 百万円に対し、当社株式の過去 1年間における 1日当たり平均

売買代金は 483 百万円であること、②発行決議日現在の発行済株式総数に対する本ファイナンスによる

潜在株式数の比率は15.0％にとどまる見込みであることに加え、当社の判断により早期償還が選択可能

であることから、本新株予約権付社債の発行金額は市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の

規模も合理的であると判断しました。 

（注）1 潜在株式数の比率は、本新株予約権付社債の全てが当初転換価額で転換された場合に発行され

る株式数を発行決議日現在の発行済株式総数で除した数値です。 

（注）2 本新株予約権付社債の全てが、上限転換価額で転換された場合における潜在株式数の比率は、

発行決議日現在の発行済株式総数に対して 10.0％（潜在株式数に係る議決権数 18,633 個につ

いては、発行決議日現在の当社議決権総数185,763個の10.0％）となります。また、発行要項

第 13 項第(3)号の定めにより、本新株予約権付社債の転換により当社が交付することとなる当

社普通株式の累計は、現時点においても上限で 3,700,000 株となりますので、本新株予約権付

社債に係る発行決議日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は、 大で19.9％（潜

在株式数に係る議決権数 37,000 個については、発行決議日現在の当社議決権数 185,763 個の

19.9％）となる見込みです。 

（注）3 発行決議日現在の当社議決権総数は、平成 23 年 8 月 31 日時点における当社議決権総数から変

更がないことを前提に記載しております。 
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６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要(平成23年9月30日現在) 

（１） 名 称 野村證券株式会社 

（２） 所 在 地 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 

（３） 代表者の役職・氏名 ＣＥＯ兼執行役社長 渡部 賢一 

（４） 事 業 内 容 金融商品取引業 

（５） 資 本 金 10,000百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成13年5月7日 

（７） 発 行 済 株 式 数 201,410株 

（８） 決 算 期 3月31日 

（９） 従 業 員 数 13,347名（単体） 

（10） 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体 

 

（11） 
主 要 取 引 銀 行 

三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、りそな銀

行、三菱ＵＦＪ信託銀行、農林中央金庫 

（12） 大株主及び持株比率 野村ホールディングス株式会社 100％ 

（13） 当事会社間の関係  

 

 資 本 関 係 

割当予定先が保有している当社の株式の数：7,096株 
（平成23年8月31日現在） 

当社が保有している割当予定先の株式の数：ありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき人的関係はありません。 

 

取 引 関 係 取引証券会社 

 

 
関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定先の

関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 近３年間の経営成績及び財政状態（単体） 

決 算 期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

 純 資 産 721,453 822,033 872,865

 総 資 産 12,796,464 9,358,133 10,501,025

 １ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 3,582,009 4,081,392 4,333,774

 営 業 収 益 502,201 663,679 613,392

 
営 業 利 益 又 は 

営 業 損 失 （ △ ） 
△60,292 127,576 86,378

 
経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失 （ △ ） 
△60,075 126,643 86,240

 
当 期 純 利 益 又 は 

当 期 純 損 失 （ △ ） 
△37,509 76,853 50,666

 
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

又は当期純損失（△）(円) 
△186,230.33 381,574.18 251,558.29

 １ 株 当 た り 配当金(円) ― ― ―

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 
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（２）割当予定先を選定した理由 

上記「２．募集の目的及び理由（２）本新株予約権付社債を選択した理由」に記載のとおり、当社は、①長

期的な成長戦略に基づく資金に充当するための資金調達であること、②資金使途がアジアの太陽電池市場の

拡大を睨んだ海外生産に関する設備投資資金を含んでいること、③平成 22 年 8 月期末時点に 52.0％あった

自己資本比率が、平成 23 年 8 月期末時点では 33.6％まで落ち込んでいることから、自己資本比率の引き上

げによる財務基盤強化の必要性があること、④平成 23 年 8 月期末時点の借入金の総額が 6,282 百万円（平

成 22 年 8 月期末時点の借入金は無し）となっており、有利子負債が増加していること、等を考慮し、エク

イティ性の資金による調達が望ましいと考え、平成 23 年 10 月以降、野村證券株式会社から様々なエクイ

ティ・ファイナンス手法の提案を受けました。その中において、本新株予約権付社債の発行による資金調達

は、公募増資等他のエクイティ・ファイナンス手法と比較し、当社にとって現時点における 良の選択肢で

あると判断し、また、野村證券株式会社が、当社のニーズを充足しうるファイナンス手法として本新株予約

権付社債を提案したことに加え、同社が、①国内外に厚い投資家基盤を持っており、当社株式に対する機関

投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき本新株予約権付社債の転換により交付する株式の円滑な

売却が期待できること、②同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有しており、株価への影響に配慮しつ

つ円滑な資本増強が期待できること、等を総合的に勘案した上で、同社を割当予定先として選定することと

いたしました。 

なお、本第三者割当は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するものであり、

日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるもので

す。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先である野村證券株式会社は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権付社債を譲渡でき

ません。また、当社は、本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社株式については、割

当予定先である野村證券株式会社のグローバルマーケッツ部門が商品勘定で保有し、市場動向等を勘案しつ

つ売却する方針であると確認しています。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先である野村證券株式会社が平成23年11月14日付で関東財務局長宛に提出した第11期

中半期報告書の平成23年9月30日における中間貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権付社債の払

込みに要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していることを確認しております。当社は、割当予

定先からは、平成23年10月以降、エクイティ性の資金の調達手法の提案を受けており、また、割当予定先

において第三者割当形式による資金調達案件を担当する一部門（エクイティ・プロダクト・ソリューション

部）の責任者に対し、口頭により、「本新株予約権付社債に係る払込金額の払込みに要する資金に関し充分

な残高を有している」ことを確認しております。さらに当社は、割当予定先より本新株予約権付社債に係る

払込金額の払込みに要する資金に関し充分な残高を有している旨の文書を平成24年1月25日付で入手して

います。これらにより、当社は本新株予約権付社債の発行に係る払込みが確実に行われるものと判断してい

ます。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

本新株予約権付社債の発行にともない、当社代表取締役社長の伊藤雅文は、その保有する当社普通株式につ

いて割当予定先への貸株を行う予定です。 

割当予定先は、本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式の数量の範囲内で行

う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 

 

（６）その他 

当社は、割当予定先である野村證券株式会社との間で本新株予約権付社債の募集に関する届出の効力発生を
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もって締結予定の買取契約において、下記の内容について合意する予定です。 

＜割当予定先による転換制限措置＞ 

① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項、同規程施行規則第 436 条第 1 項から第

5 項までの定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じる

ため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用

除外の場合を除き、本新株予約権付社債の転換をしようとする日を含む暦月において当該転換に

より取得することとなる株式数が本新株予約権付社債の払込日時点における当社上場株式数の

10％を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る新株予約権付社債の転換（以下

「制限超過行使」という。）を割当予定先に行わせない。 

② 割当予定先は、制限超過行使及び発行要項第 13 項第(3)号に定める上限議決権数超過行使等（以

下「上限議決権数超過行使等」という。）に該当することとなるような本新株予約権付社債の転

換を行わないことに同意し、本新株予約権付社債の転換にあたっては、予め当社に対し、本新株

予約権付社債の転換が制限超過行使もしくは上限議決権数超過行使等に該当しないかについて確

認を行う。 

 

＜割当予定先による新株予約権付社債の転換義務＞ 

割当予定先は、制限超過行使及び上限議決権数超過行使等に係る制限に抵触しない範囲内で、発行要

項第 15 項第(6)号に定める決定日（以下「決定日」という。）の 4 取引日後の日（当日を含む。）から

次に到来する決定日（以下「行使基準日」という。）の 3 取引日後の日（当日を含む。以下「行使日」

という。）までの期間（以下「行使約束期間」という。）ごとに、少なくとも、本新株予約権 1 個の行

使を行うものとする。なお、割当予定先は、各行使約束期間内に上記で定められた個数の本新株予約

権の行使を行う限り、自らの裁量で、いずれの日にいかなる個数の行使を行うか決定することができ

る。ただし、以下に定める場合は、以下に定める行使約束期間において、上記の個数の本新株予約権

の行使を行う義務を負わないものとする。 

① 当該行使日に係る行使基準日まで（当日を含む。）の 5 連続取引日（ただし、終値（気配表示

を含む。以下同じ。）のない日は除き、行使基準日が取引日でない場合には、行使基準日の直

前の取引日までの 5 連続取引日とする。）の毎日の東証終値の平均値の 90％に相当する金額

（円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。）が発行要項第 15 項第(6)

号に定める下限転換価額を下回る場合は、当該行使日に係る行使約束期間 

② 発行要項第 13 項第(2)号に規定する組織再編行為につき当社の株主総会で承認決議した場合

は、当該承認決議をした日以後に到来する行使日に係る行使約束期間 

③ 発行要項第 13 項第(4)号に規定する吸収分割または新設分割につき当社の株主総会（株主総会

の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合において、本新株予約権付社債の社

債権者が本新株予約権付社債の全部または一部の繰上償還を請求する事前通知を行った場合

は、当該事前通知を行った日以後に到来する行使日に係る行使約束期間 

④ 発行要項第 13 項第(5)号に規定する本新株予約権付社債の繰上償還に関し、当社が本新株予約

権付社債の社債権者に事前通知を行った場合は、当該事前通知を行った日以後に到来する行使

日に係る行使約束期間 

⑤ 発行要項第 13 項第(6)号①に定めるとおり毎日の東証終値が発行要項第 15 項第(6)号に定める

下限転換価額を下回った場合は、当該事象発生日以後に到来する行使日に係る行使約束期間 

 

＜割当予定先による新株予約権付社債の譲渡制限＞ 

割当予定先は、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するもの

とする。ただし、割当予定先が、本新株予約権付社債の転換により交付された株式を第三者に譲渡す

ることを妨げない。 
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また、割当予定先は、当社の承認に基づき第三者に本新株予約権付社債を譲渡する場合には、あらか

じめ当該第三者に上記の転換義務を遵守すること、及び当該第三者がさらに本新株予約権付社債を譲

渡する場合にはその譲受人にも同様の義務を負わせることとする。 

 

７．大株主及び持株比率 

募集前（平成24年1月27日現在） 

隣 良郎 13.03％

伊藤 雅文 10.42％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.60％

橋本 徹 3.65％

佐藤 寿 2.65％

橋本アセットマネジメント合同会社 2.15％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.72％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.67％

野村信託銀行株式会社（投信口） 1.58％

日本生命保険相互会社 1.55％

（注）1 上記持株比率につきましては、平成23年8月31日現在の株主名簿及び平成24年1月27日までに当

社が確認した大量保有報告書等に基づき記載しております。 

（注）2 今回の募集分については長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募

集後の大株主及び持株比率」を表示していません。 

 

８．今後の見通し 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調

達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当していくことで、一層の事業拡大及び、収益向上によって、

直接的に、株主価値の向上を期待できるのみならず、連結子会社である NPC Europe GmbH 及び Meier Solar 

Solutions GmbH の統合に係る工場、事務所、人員の再編等のコスト削減施策による財務体質の強化につな

がるものと考えております。 

また、今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、①上限議決権数超過行使等を制限することにより、本新株予約権付社債の転換により交

付される普通株式に係る議決権数を発行決議日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の

25％未満としていること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権付社債の全てが転換さ

れた場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東証の有価証券上場規程第

432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（連結） 

 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 

連 結 売 上 高 14,164,117千円 14,997,158千円 16,575,500千円

連結営業利益又は営業損失(△) 2,626,973千円 927,386千円 △1,406,123千円

連結経常利益又は経常損失(△) 2,623,526千円 1,137,361千円 △1,072,313千円

連 結 当 期 純 利 益 

又 は 当 期 純 損 失 ( △ ) 
1,575,844千円 823,447千円 △861,058千円

1 株当たり連結当期純利益 

又 は 当 期 純 損 失 ( △ ) 
179.84円 45.13円 △46.33円
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1 株 当 た り 配 当 額 

（うち 1 株当たり中間配当額） 

8円  

(－円)

4円  

(－円) 

4円  

(－円)

1 株 当 た り 連 結 純 資 産 851.61円 442.36円 390.71円

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成24年1月30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 18,585,120株 100％

現 時 点 の 行 使 価 額 

に お け る 潜 在 株 式 数 
－株 －％

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成22年8月期 平成23年8月期 平成24年8月期 

始  値 2,570円 1,650円 1,157円

高  値 2,615円 2,295円 1,169円

安  値 1,332円 860円 484円

終  値 1,671円 1,169円 545円

（注）平成24年8月期については、平成24年1月27日現在で表示しております。 

 

② 近６か月間の状況 

 
平成23年

8月 
9月 10月 11月 12月 

平成24年

1月 

始  値 1,196円 1,157円 688円 666円 553円 621円

高  値 1,227円 1,169円 780円 674円 834円 625円

安  値 860円 650円 645円 486円 537円 484円

終  値 1,169円 688円 680円 533円 611円 545円

（注）平成24年1月については、平成24年1月27日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成24年1月27日 

始  値 583円

高  値 584円

安  値 544円

終  値 545円

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 
以 上
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（別 添） 

発 行 要 項 

 

1． 社 債 の 名 称 株式会社エヌ・ピー・シー第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転

換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付

社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新

株予約権」という。） 

2． 社 債 の 総 額 金15億円 

3． 各 社 債 の 金 額 金7,500万円 

4． 各 社 債 の 払 込 金 額 金7,500万円（各社債の金額100円につき金100円） 

5． 各新株予約権の払込金額 本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

6． 利         率 本社債には利息を付さない。 

7． 振替新株予約権付社債 

本新株予約権付社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」と

いう。）第 192 条第１項の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予

約権付社債であり、社債等振替法第 193 条第２項に定める場合を除き、新株予約権付社債券を発行する

ことができない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第２項本文および第３項本文の定めにより本社債または本

新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

8． 担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保および保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。 

9． 社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書および会社法施行規則第 169 条の要件を充たすもので

あり、社債管理者は設置しない。 

10． 社債の払込期日 

 平成24年２月16日 

11． 新株予約権の割当日 

 平成24年２月16日 

12． 申込期間 

 平成24年２月16日 

13． 償還の方法および期限 

（1） 本社債は、平成26年２月19日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 

（2） 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社とな

る株式交換もしくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社の株主総会で承認決議

した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を各社

債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還する。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債

権者に対して、償還日に先立つ１か月以上前に事前通知するものとする。 

（3） 本新株予約権付社債の社債権者が１名である場合において、本新株予約権付社債の社債権者によ

る本新株予約権の行使により、①当社が本新株予約権付社債の発行後６か月以内に第三者割当の

方式で交付する当社普通株式およびその他の種類の議決権付株式（以下「同時期発行議決権付株

式」と総称する。）に係る議決権の数に、②本新株予約権付社債、当社が本新株予約権付社債の発

行後６か月以内に第三者割当の方式で発行する新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）および当社普通株式以外の種類の株式（以下「同時期発行新株予約権等」と総称する。）
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の取得または行使が行われることによって当社普通株式が発行された結果増加する議決権の数を

加えた議決権の数の累計が、37,000 個（以下「上限議決権数」という。なお、かかる議決権の数

の累計に対応する当社普通株式の数の累計は 3,700,000 株（以下「上限株式数」という。）とする。

ただし、当社が当社の議決権付株式の併合、分割もしくは当社の株主に対し当社の議決権付株式

の無償割当てまたは当社の議決権付株式の単元株式数の単位の変更をする場合には、当該株式併

合、株式分割もしくは無償割当ての割合に応じて、または単元株式数の単位の変更の前後におけ

る単元株式数の比率に応じて、当該株式併合、株式分割もしくは無償割当または単元株式数の単

位の変更の前後において本号に基づく償還条件が実質的に変更されないように、上限株式数およ

び上限議決権数は減少または増加の方法で調整されるものとし、かかる調整に際して、当該株式

併合、株式分割もしくは無償割当ての基準日または単元株式数の単位の変更日前に発行された同

時期発行議決権付株式に係る議決権ならびにかかる基準日もしくは変更日前に本新株予約権また

は同時期発行新株予約権等の行使または取得により増加した当社普通株式の数およびそれに係る

議決権の数も同様に減少または増加したものとみなして計算する。）を超えることとなるときには

（行使可能な議決権数が上限議決権数を超過するような状態を作出することとなる本新株予約権

の行使および同時期発行新株予約権等の行使、取得請求または取得ならびに同時期発行議決権付

株式の発行をあわせて以下「上限議決権数超過行使等」という。）、当社は、残存する本社債の全

部（一部は不可）を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還する（なお、本新株予約権付

社債の社債権者による本新株予約権の複数個の行使につき、当該複数個の一部の行使であれば上

限議決権数超過行使等に該当しない場合、上限議決権数超過行使等に該当しない 大個数に係る

本新株予約権は行使されたものと取扱う。）。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者

に対して、償還日に先立つ２週間以上前に事前通知するものとする。 

（4） 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、当社が吸収分割または新設分

割につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、

その選択により、当社に対して、当該吸収分割または新設分割の効力発生日の２週間前まで（当

日を含む。）に事前通知を行うことにより、当該吸収分割または新設分割の効力発生日以前に、そ

の保有する本社債の全部または一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、

当社に対して請求する権利を有する。 

（5） 当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対し

て、毎月第１金曜日（ただし、第１金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る。）まで（当日を含む。）に事前通知を行った上で、当該月の第３金曜日に、残存する本社債の

全部（一部は不可）を各社債の金額100円につき金101円で繰上償還することができる。 

（6） ① 本新株予約権付社債の発行後、平成 26 年１月 17 日まで（当日を含む。）の間のいずれかの

20 連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）のない日は除く。）の株式会社

東京証券取引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が

第 15 項第(6)号に定める下限転換価額を下回った場合には、当社は、当該 20 連続取引日の

終日の翌取引日から起算して３取引日後の日（以下「通知期限日」という。）まで（当日

を含む。）に、本新株予約権付社債の社債権者に対して事前通知を行った上で、当該 20 連続

取引日の 終日の翌取引日から起算して 30 日後の日（以下「繰上償還日」という。）に、残

存する本社債の全部（一部は不可）を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。 

  ② 上記①にかかわらず、当社が、通知期限日まで（当日を含む。）に本新株予約権付社債の社

債権者に対して上記繰上償還を希望しない旨を通知し、全ての社債権者から繰上償還日の２

週間前まで（当日を含む。）に書面による承諾を得た場合には、上記繰上償還を行わないこ

とができる。 

（7） 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（8） 当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買
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入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、本社債または本新株予約権の一方のみを消

却することはできない。 

14． 本社債に付する本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は１個とし、合計20個の本新株予約権を発行する。 

15． 本新株予約権の内容 

（1） 本新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求（本項第(2)号に定義す

る。）により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込

金額の総額を本項第(5)号に定める転換価額（ただし、本項第(6)号乃至第(10)号によって修正ま

たは調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除して得られる 大整数（以下「交付

株式数」という。）とする。 

（2） 本新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権付社債の社債権者は、平成 24 年２月 17 日から平成 26 年２月 17 日までの間（以下

「行使可能期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使請求」とい

う。）ができる。ただし、行使可能期間のうち以下の期間については、行使請求をすることができ

ないものとする。 

① 当社普通株式に係る株主確定日およびその前営業日 

② 株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が必要であると認めた日 

③ 当社が、第 13 項第(2)号乃至第(6)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行

営業日以降 

④ 当社が、第 17 項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失し

た時以降 

（3） 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

（4） 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社

債の価額はその払込金額と同額とする。ただし、交付株式数に本項第(5)号に定める転換価額（た

だし、本項第(6)号乃至第(10)号によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換

価額）を乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場合には、

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本

社債の価額は、本社債の払込金額から上記差額を差し引いた額とする。上記ただし書の場合には、

本社債の償還金として上記差額を償還する。 

（5） 転換価額 

転換価額は、当初537円とする。 

（6） 転換価額の修正 

 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、毎月第４金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日

以降、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日

でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の 90％に相当する金額（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）に修正

される。なお、時価算定期間内に、本項第(8)号または第(10)号で定める転換価額の調整事由が生じ

た場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する金

額に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が 268 円（ただし、本項第(7)号乃至第

(10)号による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額

は下限転換価額とし、決定日価額が805円（ただし、本項第(7)号乃至第(10)号による調整を受ける。
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以下「上限転換価額」という。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

（7） 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(8)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更

を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」

という。）をもって転換価額を調整する。 

                            交付普通株式数 × １株あたりの払込金額 

  既発行普通株式数＋                        

  時    価 

調整後転換価額＝調整前転換価額×                                

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

（8） 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換

価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 時価（本項第(9)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交

付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項

付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合

または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使による場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の

終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」とい

う。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これ

を適用する。 

② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の

無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当て

について、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降、これを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(9)号⑤に定義

する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償

割当ての場合を含む。）、または時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行

する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全て

が当初の条件で転換、交換または行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株

式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出する

ものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割

当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。 

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得

請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対

価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で

転換、交換または行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価

額調整式の「交付普通株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、

当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 
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④ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に本号③

または⑤による転換価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄

化後普通株式数（本項第(9)号⑥に定義する。以下同じ。）が、（ⅰ）上記交付の直前の既発

行普通株式数（本項第(9)号③に定義する。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後の転換

価額は、当該超過する株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額

調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場

合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤において「取得

価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(8)号または第(10)号と類似の希薄化防止条

項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が、当該修正

が行われる日（以下「修正日」という。）における時価を下回る価額になる場合 

(i) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による転換価額の調整が修正日前に行われていな

い場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点

の条件で転換、交換または行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数

を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するもの

とし、修正日の翌日以降、これを適用する。 

(ii) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③または上記(i)による転換価額の調整が修正日前

に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件

で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化

後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、

調整後の転換価額は、当該超過する株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみな

して、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

なお、１か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、

当該修正された取得価額等のうちの も低いものについて、転換価額調整式を準用して算

出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権

を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものと

する。ただし、株式の交付については本項第(16)号の規定を準用する。 

(調整前転換価額－調整後転換価額)×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 

株式数＝――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
調 整 後 転 換 価 額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その端数に調整後転換価額を乗

じた金額を返還する。 

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調

整後の転換価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権

利についての規定を準用して算出するものとする。 

（9） ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り
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捨てる。 

② 転換価額調整式および本項第(8)号において「時価」とは、調整後の転換価額を適用する日

（ただし、本項第(8)号⑥の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東証に

おける当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

③ 転換価額調整式および本項第(8)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定め

られていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普

通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、

本項第(8)号または第(10)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未

だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 

④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」

は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まない

ものとする。 

⑤ 本項第(8)号において「対価」とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(8)号③における新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価

額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持

人に交付される金銭その他の財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取

得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整

においては、当該対価を転換価額調整式における１株あたりの払込金額とする。 

⑥ 本項第(8)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の転換価額を適用する日の１

か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式

数を控除し、（ⅰ）（本項第(8)号④においては）当該転換価額の調整前に、本項第(8)号または

第(10)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない

当社普通株式の株式数（ただし、当該転換価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して

「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株

式数を除く。）および当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通

株式の株式数を加え、また（ⅱ）（本項第(8)号⑤においては）当該転換価額の調整前に、本項

第(8)号または第(10)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交

付されていない当社普通株式の株式数（ただし、当該転換価額の調整前に、当該取得請求権付

株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当

社普通株式の株式数を除く。）および修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正

日時点の条件で転換、交換または行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式

数を加えるものとする。 

（10） 本項第(8)号で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該

会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式

会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 

③ その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を

必要とするとき。 

④ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 
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（11）本項第(6)号乃至第(10)号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨ならびにその事由、修正前または調整前の転換価額、修正後または調整後の転換

価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、

本項第(8)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用

の日以降すみやかにこれを行う。 

（12）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の

定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円

未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資

本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

（13） 本新株予約権の行使請求受付事務は、第19 項に定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場

所」という。）においてこれを取り扱う。 

（14）① 本新株予約権の行使請求は、機構または口座管理機関（社債等振替法第２条第４項に定める

口座管理機関をいう。以下同じ。）に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中

に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

② 機構または口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行った者は、その後これを撤回する

ことができない。 

（15） 本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われた日

に発生する。 

（16） 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した場合には、社債等振替法および機構の業務規

程その他の規則に従って、当該行使請求に係る本新株予約権者が指定する機構または口座管理機

関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより当社普通株式を交付す

る。 

(17) 当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規定中読み替えその

他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

16． 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今

後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のため

にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、

会社法第２条第 22 号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第 236 条第１項第３号の規定に基

づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の

内容とされたものをいう。 

17． 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 

（1） 当社が第13項の規定に違背したとき。 

（2） 当社が、第15項第(6)号乃至第(11)号もしくは第(16)号または第16項に定める規定に違背し、本

新株予約権付社債の社債権者から是正を求める通知を受領した後 30 日以内にその履行または補正

をしないとき。 

（3） 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする

ことができないとき。 

（4） 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済

をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が

行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

（5） 当社または当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生
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手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または当社の取締役会において解散（合併の場合を

除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

（6） 当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令

を受けたとき。 

18. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

19． 行使請求受付場所 

株主名簿管理人  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

20． 財務代理人、発行代理人および支払代理人 

野村信託銀行株式会社 

21． 償還金等の支払 

本新株予約権付社債に係る元金ならびに第 15 項第(4)号および第(8)号⑥に定める償還または返還され

る金額は、社債等振替法および機構の業務規程その他の規則に従って当社により支払われる。 

22． 本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

 本新株予約権付社債の社債権者に対し通知をする場合の公告は、当社の定款所定の方法によりこれを行

う。ただし、法令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて本新株予約権付社債の社債権者

に対し直接に通知する方法によることができる。 

23． 募集の方法 

第三者割当の方法により、全額を野村證券株式会社に割り当てる。 

24． 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、

かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が

相互に密接に関係することを考慮し、また、①割当予定先である野村證券株式会社との間で、原則とし

て毎月一定数量（社債金額 7,500 万円）を転換する旨を合意する予定であり、一般の新株予約権付社債

に比べて株式にかわる蓋然性が高いこと、②発行後に株価が変動しても、定期的に転換価額が修正され

るという本新株予約権付社債の特性、③本新株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還および発行価

額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭

の払込みを要しないこととした。 

25． 上場申請の有無  なし 

26． 上記に定めるもののほか、本新株予約権付社債の発行に関し必要な事項の決定は、当社の代表取締役社

長に一任する。 

27． 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以 上 

 


